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令和３年度｢東京都環境影響評価審議会｣第二部会（第７回） 

    日時：令和３年 12月 17日（金）午後１時 30分～ 

形式： Webによるオンライン会議 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

１ 環境影響評価書案に係る質疑及び審議 

 （1） 国立印刷局王子工場整備事業【２回目】 

（2） （仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（北地区）【２回目】 

（3） （仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（中地区）【２回目】 

 （4） （仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（南地区）【２回目】 

 

２ その他 

 

 

 

 

 

【審議資料】 

資料１ 「国立印刷局王子工場整備事業」第１回部会審議質疑応答 

資料２ 「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（北地区）」第１回部会審議

質疑応答 

資料３ 「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（中地区）」第１回部会審議

質疑応答 

資料４ 「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（南地区）」第１回部会審議

質疑応答 
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＜出席者＞

審議会会長 柳委員

第二部会長　宮越委員

池邊委員

池本委員

日下委員

廣江委員

水本委員

宗方委員

保高委員

渡邉委員

（10名）

木村政策調整担当部長

宮田アセスメント担当課長

下間アセスメント担当課長
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「国立印刷局王子工場整備事業」環境影響評価書案 第１回部

会審議質疑応答 
項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

１ 

建設工事について、計画地は、隣

接する中高層建物があまりに多い

ので、地上 1.2ⅿの評価から十分な

対策が行われていると言い切れな

い。３ｍの仮囲いを超える音が最

大でどれくらいあるかを予測して

いただきたい。 

 

次回の審議会にて報告する。 

 

【回答補足】 

地上 1.2ｍでの予測と同様に、建

設機械は全て同時稼働し、解体建

物外周の防音パネル等を考慮しな

い設定で予測した地上３ｍでの最

大値は、1期解体工事 76dB、1期建

設工事(外構工事）81dB、2期解体

工事 88dBです。参考として環境確

保条例の勧告基準（建設工事中

80dB、解体工事中 85dB）と比較す

ると、条件によっては基準を上回

る時期があると予測します。 

予測条件を変更した場合、1期建

設工事(外構工事）について、稼働

予定の建設機械７台のうち同時稼

働を５台とした場合、80dBとなり

ます。2期解体工事で、最大値出現

地点に近接する解体建物外周の防

音パネルを考慮した場合、84dBと

なります。 

この結果を認識し、実際の工事

では、大きな音を発生させないよ

う丁寧な作業に努めるとともに、

評価書案で環境保全のための措置

として記載したとおり、解体建物

の外周には防音パネル等を設置

し、建設機械が集中稼働しないよ

う計画的かつ効率的な工事工程を

検討するとともに、作業時間及び

作業手順は、周辺に著しい影響を

及ぼさないよう、同時稼働させる

建設機械の調整等を検討して参り

ます。また、近隣の皆様にご理解い

ただけるよう、騒音の発生しやす

い時期には事前に周知を図るとと

もに、相談受付窓口を明確にし、誠

意をもって真摯に対応するよう努

めて参ります。 

 

11/24

次回部

会にて

回答 

常にどういう音の影響があるか

ということを理解しつつ、住民の

意見や苦情、コメントに対して真

摯に対応していただきたい。 

 

資料１ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

土
壌
汚
染 

・ 

地
盤
・
水
循
環 

１ 

 地下躯体の一部残置の目的につ

いて、審議会総会での地下躯体解

体による騒音・振動の発生抑制と

いう回答のほか、評価書案には、強

度と止水牲に優れた山留壁として

利用する記載がされているが、地

下構造物はおそらく建築から時間

が経過していると思われるため、

強度と止水性について優れている

との記載は一般論であるか、事前

に調査、確認などによるものなの

か知りたい。 

 

残置する地下の躯体は加工棟の

地下躯体部で強固なものとなって

おり、強度と止水効果は期待でき

るということで残している。また、

解体する場合大きな振動等が起き

るため、そこも含め残していく考

え方になる。 

11/24

部会に

て回答 

 残置する地下躯体に汚染拡散防

止の機能を期待するのであれば、

残置する場所や遮水性についてよ

り丁寧な説明やより慎重な評価が

必要となる。 

残置する地下躯体による地下水

汚染の拡散防止機能は期待してい

ない。なお、汚染されている個所は

地下躯体の下の部分であり、汚染

拡散防止の方法については、どの

ようなやり方があるか検討中であ

る。 

 

２ 

 見解書では、地下水の汚染につ

いてモニタリングを行うとの記載

があるが、評価書案では記載がな

い。何らかの計画があれば教えて

もらいたい。 

 

 

条例に基づく拡散防止計画とし

て行うかは未定であることから、

事後調査で任意調査として盛り込

むことを考えている。土壌汚染状

況調査が完了していない状況のた

め、現時点で設置個所、本数など具

体的な設定は未定だが、地下水汚

染の下流域に観測井戸を設けてモ

ニタリングを行う予定である。 

 

11/24

部会に

て回答 

廃
棄
物 

１ 

 建設汚泥と建設発生土に関し

て、汚染土壌の可能性から再資源

化の定量的な検討はされていない

が、発生量全てに対して全く検討

していないのか。例えば、範囲、面

積、深さ方向から、汚染物とそうで

はない部分とを分けて予測・評価

ができるのではないか。できるの

であれば予測・評価すべきと思う

が、見解を聞きたい。 

 

土壌汚染については現在調査中

で、どれだけの量が汚染土になる

かまだ不確定な状態であり、完全

に分離した評価はまだ行われてい

ないところである。深さ方向につ

いて全ての調査が終わっていない

ため、汚染土と汚染土以外で量を

出すということは難しい状況であ

る。 

11/24

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

汚染土と汚染土以外の量につい

て、評価書になる時までに明らか

になるか。 

 

 

 

 

 

１期工事範囲における土壌汚染

調査については、3回に分けて届出

する予定で、1回目は提出済みで、

形質変更時要届出区域の指定が確

定している。2 回目及び 3 回目に

ついて今調査中で、結果について

は評価書提出時には間に合わない

と思われる。 

11/24

部会に

て回答 

 

 

それでは、事後調査などでの対

応になるので、そちらのほうで分

かりやすくまとめていただきた

い。 

 

２ 

譲渡予定地の解体や地下構造物

などは評価書ではどのような扱い

になっているか。 

建物の基礎まで解体して更地に

し、北区に譲渡する計画である。予

測には地下解体の部分も含めて予

測している。 

 

11/24

部会に

て回答 

数量的にもすべて見込んでいる

という理解でよいか。 

 

温
室
効
果
ガ
ス 

１            

 現状と比較した削減量が 2.95％

という小さい値であるが、太陽光

発電を設置するということなの

で、太陽光発電での利用部分と買

電の割合を、計画の時点でも示し

ていただきたい。 

 

国立印刷局としては、国の方針

に伴い温室効果ガス削減を進めて

おり、事業単体ではなく、印刷局全

体での削減方針を定めている。 

削減率については、本計画が新

たな事業を起こすものではなく、

建物だけが新しくなるということ

から大幅な削減とはなっていな

い。また、太陽光発電については、

本事業では計画していないが、既

に王子工場では太陽光発電が設置

されており、買電部分と太陽光発

電部分の割合は出せると思う。 

 

【回答補足】 

評価書案で示している平成 29

年度～平成 31（令和元）年度の３

か年度平均値で、太陽光発電量割

合は、約 0.6％（買電量約 5,123千

kWh/年、太陽光発電量約 31千 kWh/

年）です。 

 

11/24

次回部

会にて

回答 

例えば、再エネを中心とした供

給先から買電すれば削減率の上積

みができると思うが、どのように

考えているのか。 

 

 

【回答補足】 

現状で買電事業者の決定は、環

境配慮契約法に基づき、国から示

されている契約基準に則り点数付

けをし、裾切り後の入札方式で行

っております。 

廃
棄
物 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

 印刷局全体として削減に努める

ということであれば、全体の方針

の説明と、事業単体での削減率が

約 2.95％にとどまっていることが

正当化される理由について説明い

ただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物最高高さの変更に係る経緯

について、地元への説明を行いな

がら進められたと思うが、説明時

の雰囲気などを教えていただきた

い。 

 

【回答補足】 

国立印刷局は、令和２年度の温

室効果ガス排出量の削減目標を

24％以上削減（基準年度：平成 17

年度）として取り組み、目標を達成

しており、今年度の目標設定は昨

年度と同様の目標で取り組んでい

ます。 

 王子工場は、環境確保条例で定

められている地球温暖化対策計画

書を作成し取り組み、平成 27年度

から令和元年度での平均削減義務

率 15％以上の削減を達成していま

す。今年度は、令和２年度から令和

６年度の平均削減義務率 25％以上

の達成に向けて取り組んでいま

す。 

今後も温室効果ガス排出削減に

ついて、目標達成に向けて継続的

な取り組みの実施に努めてまいり

ます。 

 

11/24

次回部

会にて

回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/24

部会に

て回答 

 

【回答補足】 

評価書案に示した温室効果ガス

排出量の削減率は、生産量は変わ

らず建物だけが新しくなるという

本事業の事業特性から、大幅な削

減とはなっておりませんが、王子

工場全体としては、上記のとおり、

削減目標の達成に向けて取り組み

を進めております。今後も環境負

荷の低減及び温室効果ガス排出抑

制のため、ISO14001認証に基づく

環境マネジメントシステムの運用

を通じ、継続的な改善（PDCA）を推

進し、導入可能な技術等について

も検討を行ってまいります。 

 

住民説明会において日影の高さ

方向の質問もあり、質問頂いた住

民の方々について個別の説明会を

開催している。説明会については

繰り返し開催している。 

  

１ 

そ
の
他 
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「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（北地区）」環境影響評

価書案 第１回部会審議質疑応答 
項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

１ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

３事業が似たようなスケジュー

ルで行っていく中で、新橋の計画

は入れているが、それぞれの計画

は見込んでいないという整理の仕

方という理解でよいか。 

 

 

 

 

 

その上で、単体で見たときに、大

気はかなり建設機械の稼働の寄与

率が高くて、環境基準も超えてい

るという結果が出ている。ほかの

事業も加わってくれば、かなりイ

ンパクトとして大きくなるのかと

いうのが想像できる。あとは、そこ

を通行されている方とかの人数が

多いと思うので、保全対象として

はそういったところになってくる

可能性もあると感じた。どういっ

たところに重みづけをして今後対

策を行っていかなければいけない

のかと感じられているか、御見解

をお聞かせいただきたい。 

 

例えば工事用車両では、周辺の

供用後の大規模開発で情報が公開

されているものは見込んでいる。

新橋の計画ではアセスメントが公

開されているので、それを反映さ

せている。また、北地区のⅡ期工事

のときには中地区と南地区の供用

が始まっているので、供用後の台

数を北地区のⅡ期工事のときの工

事用車両の予測に反映している。 

建設機械の大気汚染の最大着地

濃度の部分を特に注意する方向で

考えている。隣の街区に対しての

最大着地濃度が出ている部分に関

しては、ゼネコン間の調整かと思

っている。歩道側に出ているとこ

ろに関しては、施工者が決まった

後に、最大着地濃度が出ている付

近を重点的に施工者と調整すると

いうことになると思っている。 

保全対象としては、例えば騒音・

振動について、ホテルは夜利用者

が多く、劇場は昼間利用者が多い

ので、利用者、滞在者も注意深く見

ていかなければいけないと思って

いる。 

 

 

11/24

部会に

て回答 

大
気
汚
染 

２ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

歩行者にとっても、大気汚染の

濃度が高く寄与率も高いというこ

とであると、やはり不安を感じた

りするかもしれないので、その辺

は考慮してほしい。 

 

 

歩行者を中心に大気汚染に関す

ることを保全するということにつ

いて、最大着地濃度が歩道の近く

に出ているので、注意しなければ

いけないと考えている。 

 

11/24

部会に

て回答 

資料２ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

３ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

複数の事業を行う中で、全体計

画を見ていくと、まずは中地区、南

地区の解体から始まって、2年遅れ

で北地区のⅠ期が始まる。その北

地区の出来上がりと中地区、南地

区の出来上がりが、スケジュール

上ほぼ同じくらいの時期になる。

北地区はⅠ期、Ⅱ期というふうに

分けて行っているが、中地区は一

体で入口も西側から 1 本でずっと

入り続けるので、インパクトの継

続性というのも考えなければいけ

ないと思われるが、事業者の認識

はどうか。 

 

 

予測で示したとおり、中地区と

南地区の工事のピークは比較的近

いところにある。工事の平準化で

ピークをどれだけ抑えられるかが

１つ。もう１つは、各建設機械なり

工事用車両の運用でアイドリング

ストップなどを施工者に徹底させ

るということになっていくと思わ

れる。事業者側のほうでも意識を

持っているので、アセス図書に書

かれてある保全措置についてしっ

かり行っていく。 

 

11/24

部会に

て回答 

大
気
・
騒
音
振
動
共
通 

１ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

連携会議の 3 事業者間で情報共

有とか調整をするということだ

が、その枠組みというのはこの評

価書案の中で記載されているか。 

 

特にこの 3 事業者間での連携はと

ても大事なので、環境保全の措置

として、その役割とか、その在り方

とかもきちんと説明したほうがよ

い。 

 

 

連携会議という書き方ではない

が、地区間で調整していくことは

評価書案の大気汚染と騒音・振動

のところの保全措置の中で書いて

いる。 

さらにどのような内容をどこに

書くのかということも含めて、評

価書に向けて調整していく。 

 

11/24

部会に

て回答 

騒
音
・
振
動 

１ 
（３地区共通 北地区質疑応答） 

３地区は全てにおいて工事用車

両や工事の時期がかなりの部分で

重なっている。どの箇所からの音

が対象になって苦情、意見が出る

かというのは、分からない。 

この３事業体が連携を取って、

音・振動に対する窓口を設けると

いうことは可能か。できれば、３事

業体が連携して対応しますとかと

いう真摯な対応を取ると、苦情等

も減るし、音に対する対策にもな

ると思うので、ぜひお願いしたい。 

 

 

窓口を一本化するのか、それと

も 3 つに分けるのかは、施工者が

決まってみなければ分からない

が、仮に 3 つにしたとしても、あ

る程度の情報連携はしていく。 

その旨は評価書案の保全措置の

最後のところに、調整、連携してい

くと書いている。（評価書案、北地

区、騒音・振動は 160ページ。） 

 

11/24

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

２ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

 北地区は、令和 6 年開始と書い

ているが、中地区と南地区は令和 4

年ということで、ほぼ同時に始ま

る工程になっており、かつ、工事騒

音が最も大きくなる時期も、ほぼ

かぶさっているので、互いの音が

さらに合算されるので、規制値は

超えない予測にはなっているが、

十分に調整していただきたい。 

 

 

調整していく。 

 

11/24

部会に

て回答 

景
観 

１ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

３つの開発の連携の話などがあ

ったが、中地区と南地区は高さも

同じで、イメージ図で見るとファ

サードデザインもほとんど同じよ

うなものなので、まとまったスカ

イラインができるというよりは、

屏風みたいなものができてしまう

という印象である。 

通常この手のマッシブな建物を

造るときには、ファサードを単に 1

枚の面にするのではなくて、様々

な複雑な文様のような、幾つかの

スカイラインが積層しているとい

ったデザインを工夫するなどの例

も見かけるが、それぞれ景観とし

ての調和などを考えたデザインの

調整などをする予定があるのか。 

外部の方々に見せて御意見を伺

うことなどはあるのか。 

 

各地区間で調整会議というのが

あるので、その中で、デザインの詳

細、例えばファサードデザイン、そ

れ以外の細かい低層部のデザイン

とか外構デザインについて各地区

の事業者間、設計者も含めて調整

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この案件は東京都の景観条例の

対象案件になっているので、条例

の手続に乗った中で調整が図られ

ると思う。 

 

 

11/24

部会に

て回答 

そ
の
他 

１ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

北地区、中地区、南地区とも関係

することで、日比谷公園から見る

と３件の事業が一緒になって見え

るだろうという都民の御意見はも

っともだと思われる。事業者同士

での事業計画の調整などの仕組み

はあるのか。 

 

本事業は、事業者も敷地も確認

申請等々も異なるので、別アセス

として進めているが、この 3 事業

者が連携しながら調整していくと

いう会議体はある。アセスだけで

はなく、建築や都市計画も話し合

う会議体なので、1地区だけではな

かなか対応ができないようなとこ

ろも、3地区連携して、アセスも調

整していくものと考えている。 

 

 

11/24

部会に

て回答 



10 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他 

２ 

工事車両の関係で、中地区、南地

区に比べて右折車両が多いように

感じるが、こういう形で行わざる

を得ないということか。 

現時点ではそういった計画にな

る。右折に関しては、歩行者と交錯

する部分は交通整理員を常時つけ

安全性の確保はしていくが、今後、

施工者が具体的に決まって、工事

ルート、車両の走行経路等が変わ

って、予測台数が大きく変われば、

変更届で対応していく。 

 

 

11/24

部会に

て回答 

 

  



11 

 

 

 

 

「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（中地区）」環境影響評

価書案 第１回部会審議質疑応答 
項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

１ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

３事業が似たようなスケジュー

ルで行っていく中で、新橋の計画

は入れているが、それぞれの計画

は見込んでいないという整理の仕

方という理解でよいか。 

 

 

 

 

 

その上で、単体で見たときに、大

気はかなり建設機械の稼働の寄与

率が高くて、環境基準も超えてい

るという結果が出ている。ほかの

事業も加わってくれば、かなりイ

ンパクトとして大きくなるのかと

いうのが想像できる。あとは、そこ

を通行されている方とかの人数が

多いと思うので、保全対象として

はそういったところになってくる

可能性もあると感じた。どういっ

たところに重みづけをして今後対

策を行っていかなければいけない

のかと感じられているか、御見解

をお聞かせいただきたい。 

 

例えば工事用車両では、周辺の

供用後の大規模開発で情報が公開

されているものは見込んでいる。

新橋の計画ではアセスメントが公

開されているので、それを反映さ

せている。また、北地区のⅡ期工事

のときには中地区と南地区の供用

が始まっているので、供用後の台

数を北地区のⅡ期工事のときの工

事用車両の予測に反映している。 

建設機械の大気汚染の最大着地

濃度の部分を特に注意する方向で

考えている。隣の街区に対しての

最大着地濃度が出ている部分に関

しては、ゼネコン間の調整かと思

っている。歩道側に出ているとこ

ろに関しては、施工者が決まった

後に、最大着地濃度が出ている付

近を重点的に施工者と調整すると

いうことになると思っている。 

保全対象としては、例えば騒音・

振動について、ホテルは夜利用者

が多く、劇場は昼間利用者が多い

ので、利用者、滞在者も注意深く見

ていかなければいけないと思って

いる。 

 

 

11/24

部会に

て回答 

大
気
汚
染 

２ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

歩行者にとっても、大気汚染の

濃度が高く寄与率も高いというこ

とであると、やはり不安を感じた

りするかもしれないので、その辺

は考慮してほしい。 

 

 

歩行者を中心に大気汚染に関す

ることを保全するということにつ

いて、最大着地濃度が歩道の近く

に出ているので、注意しなければ

いけないと考えている。 

 

11/24

部会に

て回答 

資料３ 



12 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

３ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

複数の事業を行う中で、全体計

画を見ていくと、まずは中地区、南

地区の解体から始まって、2年遅れ

で北地区のⅠ期が始まる。その北

地区の出来上がりと中地区、南地

区の出来上がりが、スケジュール

上ほぼ同じくらいの時期になる。

北地区はⅠ期、Ⅱ期というふうに

分けて行っているが、中地区は一

体で入口も西側から 1 本でずっと

入り続けるので、インパクトの継

続性というのも考えなければいけ

ないと思われるが、事業者の認識

はどうか。 

 

 

予測で示したとおり、中地区と

南地区の工事のピークは比較的近

いところにある。工事の平準化で

ピークをどれだけ抑えられるかが

１つ。もう１つは、各建設機械なり

工事用車両の運用でアイドリング

ストップなどを施工者に徹底させ

るということになっていくと思わ

れる。事業者側のほうでも意識を

持っているので、アセス図書に書

かれてある保全措置についてしっ

かり行っていく。 

 

11/24

部会に

て回答 

大
気
・
騒
音
振
動
共
通 

１ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

連携会議の 3 事業者間で情報共

有とか調整をするということだ

が、その枠組みというのはこの評

価書案の中で記載されているか。 

 

特にこの 3 事業者間での連携は

とても大事なので、環境保全の措

置として、その役割とか、その在り

方とかもきちんと説明したほうが

よい。 

 

 

連携会議という書き方ではない

が、地区間で調整していくことは

評価書案の大気汚染と騒音・振動

のところの保全措置の中で書いて

いる。 

さらにどのような内容をどこに

書くのかということも含めて、評

価書に向けて調整していく。 

 

11/24

部会に

て回答 

騒
音
・
振
動 

１ 
（３地区共通 北地区質疑応答） 

３地区は全てにおいて工事用車

両や工事の時期がかなりの部分で

重なっている。どの箇所からの音

が対象になって苦情、意見が出る

かというのは、分からない。 

この３事業体が連携を取って、

音・振動に対する窓口を設けると

いうことは可能か。できれば、３事

業体が連携して対応しますとかと

いう真摯な対応を取ると、苦情等

も減るし、音に対する対策にもな

ると思うので、ぜひお願いしたい。 

 

 

窓口を一本化するのか、それと

も 3 つに分けるのかは、施工者が

決まってみなければ分からない

が、仮に 3 つにしたとしても、あ

る程度の情報連携はしていく。 

その旨は評価書案の保全措置の

最後のところに、調整、連携してい

くと書いている。（評価書案、北地

区、騒音・振動は 160ページ。） 

 

11/24

部会に

て回答 



13 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

２ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

 北地区は、令和 6 年開始と書い

ているが、中地区と南地区は令和 4

年ということで、ほぼ同時に始ま

る工程になっており、かつ、工事騒

音が最も大きくなる時期も、ほぼ

かぶさっているので、互いの音が

さらに合算されるので、規制値は

超えない予測にはなっているが、

十分に調整していただきたい。 

 

 

調整していく。 

 

11/24

部会に

て回答 

景
観 

１ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

３つの開発の連携の話などがあ

ったが、中地区と南地区は高さも

同じで、イメージ図で見るとファ

サードデザインもほとんど同じよ

うなものなので、まとまったスカ

イラインができるというよりは、

屏風みたいなものができてしまう

という印象である。 

通常この手のマッシブな建物を

造るときには、ファサードを単に 1

枚の面にするのではなくて、様々

な複雑な文様のような、幾つかの

スカイラインが積層しているとい

ったデザインを工夫するなどの例

も見かけるが、それぞれ景観とし

ての調和などを考えたデザインの

調整などをする予定があるのか。 

外部の方々に見せて御意見を伺

うことなどはあるのか。 

 

各地区間で調整会議というのが

あるので、その中で、デザインの詳

細、例えばファサードデザイン、そ

れ以外の細かい低層部のデザイン

とか外構デザインについて各地区

の事業者間、設計者も含めて調整

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この案件は東京都の景観条例の

対象案件になっているので、条例

の手続に乗った中で調整が図られ

ると思う。 

 

 

11/24

部会に

て回答 

そ
の
他 

１ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

北地区、中地区、南地区とも関係

することで、制度上こういうもの

だということは理解しているが、

日比谷公園から見ると３件の事業

が一緒になって見えるだろうとい

う都民の御意見はもっともだと思

われる。事業者同士の事業計画の

調整などの仕組みはあるのか。 

 

この事業は、事業者も敷地も確

認申請等々も異なるので、別アセ

スということで進めさせていただ

いているが、この 3 事業者が連携

しながら調整していくという会議

体はある。アセスだけではなく、建

築や都市計画も話し合う会議体な

ので、1地区だけではなかなか対応

ができないようなところも、3地区

連携して、アセスも調整していく

ものと考えている。 

 

 

11/24

部会に

て回答 



14 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他 

２ 

熱源計画について、北地区は中

地区と連動して熱源施設を造る、

南地区は南地区だけで熱源施設を

造るという、そういった理解でよ

いか。 

都市ガスを熱源とする場合には

東京都の条例でやっているエネル

ギーの有効利用計画制度を使い、

地域指定をして、地域エネルギー

のマネジメントシステムを導入す

るといった理解で良いか。 

中地区で DHC の熱源を造り、南

と北に提供するという形を予定し

ている。エネルギーの有効利用計

画制度などについては基本的には

そのように考えてもらって良い。 

11/24

部会に

て回答 

 

  



15 

 

 

 

 

「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（南地区）」環境影響評

価書案 第１回部会審議質疑応答 
項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

１ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

３事業が似たようなスケジュー

ルで行っていく中で、新橋の計画

は入れているが、それぞれの計画

は見込んでいないという整理の仕

方という理解でよいか。 

 

 

 

 

 

その上で、単体で見たときに、大

気はかなり建設機械の稼働の寄与

率が高くて、環境基準も超えてい

るという結果が出ている。ほかの

事業も加わってくれば、かなりイ

ンパクトとして大きくなるのかと

いうのが想像できる。あとは、そこ

を通行されている方とかの人数が

多いと思うので、保全対象として

はそういったところになってくる

可能性もあると感じた。どういっ

たところに重みづけをして今後対

策を行っていかなければいけない

のかと感じられているか、御見解

をお聞かせいただきたい。 

 

例えば工事用車両では、周辺の

供用後の大規模開発で情報が公開

されているものは見込んでいる。

新橋の計画ではアセスメントが公

開されているので、それを反映さ

せている。また、北地区のⅡ期工事

のときには中地区と南地区の供用

が始まっているので、供用後の台

数を北地区のⅡ期工事のときの工

事用車両の予測に反映している。 

建設機械の大気汚染の最大着地

濃度の部分を特に注意する方向で

考えている。隣の街区に対しての

最大着地濃度が出ている部分に関

しては、ゼネコン間の調整かと思

っている。歩道側に出ているとこ

ろに関しては、施工者が決まった

後に、最大着地濃度が出ている付

近を重点的に施工者と調整すると

いうことになると思っている。 

保全対象としては、例えば騒音・

振動について、ホテルは夜利用者

が多く、劇場は昼間利用者が多い

ので、利用者、滞在者も注意深く見

ていかなければいけないと思って

いる。 

 

 

11/24

部会に

て回答 

大
気
汚
染 

２ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

歩行者にとっても、大気汚染の

濃度が高く寄与率も高いというこ

とであると、やはり不安を感じた

りするかもしれないので、その辺

は考慮してほしい。 

 

 

歩行者を中心に大気汚染に関す

ることを保全するということにつ

いて、最大着地濃度が歩道の近く

に出ているので、注意しなければ

いけないと考えている。 

 

11/24

部会に

て回答 

資料４ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

大
気
汚
染 

３ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

複数の事業を行う中で、全体計

画を見ていくと、まずは中地区、南

地区の解体から始まって、2年遅れ

で北地区のⅠ期が始まる。その北

地区の出来上がりと中地区、南地

区の出来上がりが、スケジュール

上ほぼ同じくらいの時期になる。

北地区はⅠ期、Ⅱ期というふうに

分けて行っているが、中地区は一

体で入口も西側から 1 本でずっと

入り続けるので、インパクトの継

続性というのも考えなければいけ

ないと思われるが、事業者の認識

はどうか。 

 

 

予測で示したとおり、中地区と

南地区の工事のピークは比較的近

いところにある。工事の平準化で

ピークをどれだけ抑えられるかが

１つ。もう１つは、各建設機械なり

工事用車両の運用でアイドリング

ストップなどを施工者に徹底させ

るということになっていくと思わ

れる。事業者側のほうでも意識を

持っているので、アセス図書に書

かれてある保全措置についてしっ

かり行っていく。 

 

11/24

部会に

て回答 

大
気
・
騒
音
振
動
共
通 

１ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

連携会議の 3 事業者間で情報共

有とか調整をするということだ

が、その枠組みというのはこの評

価書案の中で記載されているか。 

 

特にこの 3 事業者間での連携は

とても大事なので、環境保全の措

置として、その役割とか、その在り

方とかもきちんと説明したほうが

よい。 

 

 

連携会議という書き方ではない

が、地区間で調整していくことは

評価書案の大気汚染と騒音・振動

のところの保全措置の中で書いて

いる。 

さらにどのような内容をどこに

書くのかということも含めて、評

価書に向けて調整していく。 

 

11/24

部会に

て回答 

騒
音
・
振
動 

１ 
（３地区共通 北地区質疑応答） 

３地区は全てにおいて工事用車

両や工事の時期がかなりの部分で

重なっている。どの箇所からの音

が対象になって苦情、意見が出る

かというのは、分からない。 

この３事業体が連携を取って、音・

振動に対する窓口を設けるという

ことは可能か。できれば、３事業体

が連携して対応しますとかという

真摯な対応を取ると、苦情等も減

るし、音に対する対策にもなると

思うので、ぜひお願いしたい。 

 

 

窓口を一本化するのか、それと

も 3 つに分けるのかは、施工者が

決まってみなければ分からない

が、仮に 3 つにしたとしても、あ

る程度の情報連携はしていく。 

その旨は評価書案の保全措置の

最後のところに、調整、連携してい

くと書いている。（評価書案、北地

区、騒音・振動は 160ページ。） 

 

11/24

部会に

て回答 



17 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

騒
音
・
振
動 

２ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

 北地区は、令和 6 年開始と書い

ているが、中地区と南地区は令和 4

年ということで、ほぼ同時に始ま

る工程になっており、かつ、工事騒

音が最も大きくなる時期も、ほぼ

かぶさっているので、互いの音が

さらに合算されるので、規制値は

超えない予測にはなっているが、

十分に調整していただきたい。 

 

 

調整していく。 

 

11/24

部会に

て回答 

景
観 

１ 

（３地区共通 中地区質疑応答） 

３つの開発の連携の話などがあ

ったが、中地区と南地区は高さも

同じで、イメージ図で見るとファ

サードデザインもほとんど同じよ

うなものなので、まとまったスカ

イラインができるというよりは、

屏風みたいなものができてしまう

という印象である。 

通常この手のマッシブな建物を

造るときには、ファサードを単に 1

枚の面にするのではなくて、様々

な複雑な文様のような、幾つかの

スカイラインが積層しているとい

ったデザインを工夫するなどの例

も見かけるが、それぞれ景観とし

ての調和などを考えたデザインの

調整などをする予定があるのか。 

外部の方々に見せて御意見を伺

うことなどはあるのか。 

 

各地区間で調整会議というのが

あるので、その中で、デザインの詳

細、例えばファサードデザイン、そ

れ以外の細かい低層部のデザイン

とか外構デザインについて各地区

の事業者間、設計者も含めて調整

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この案件は東京都の景観条例の

対象案件になっているので、条例

の手続に乗った中で調整が図られ

ると思う。 

 

 

11/24

部会に

て回答 

そ
の
他 

１ 

（３地区共通 北地区質疑応答） 

北地区、中地区、南地区とも関係

することで、日比谷公園から見る

と３件の事業が一緒になって見え

るだろうという都民の御意見はも

っともだと思われる。事業者同士

での事業計画の調整などの仕組み

はあるのか。 

 

本事業は、事業者も敷地も確認

申請等々も異なるので、別アセス

として進めているが、この 3 事業

者が連携しながら調整していくと

いう会議体はある。アセスだけで

はなく、建築や都市計画も話し合

う会議体なので、1地区だけではな

かなか対応ができないようなとこ

ろも、3地区連携して、アセスも調

整していくものと考えている。 

 

 

11/24

部会に

て回答 



18 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他 

２ 

南地区の熱源計画で施設の稼働

に伴って二酸化窒素の大気中の濃

度の予測方式が資料編 79 ページ

に書かれているが、これは何の熱

源施設の予測式なのかが分からな

い。北地区も、資料編を見ると、同

じように中地区の予測方式そのま

まが載っているがなぜか。 

DHCの熱源施設については、中地

区のみの整備ということが正し

い。南地区のほうでも地域冷暖房

についての記述があるが、これは

中地区のほうから供給を受けると

いうことで、この地区で地域冷暖

房を行っていきますということだ

が、この書き方だと誤解を受ける

ので、しっかり分かるように修正

したい。 

 

11/24

部会に

て回答 

そ
の
他 

３ 

南地区に関しては、内幸町駅と

接続するような記載がある。実際、

どのような形で接続されるのか御

説明いただきたい。 

接続する計画はあるが、詳細に

ついてはこれからの検討なので、

この評価書案で示させていただい

ている断面図ぐらいの精度しかな

い。完成した後には、事後調査報告

書として提出する。 

 

11/24

部会に

て回答 

そ
の
他 

４ 

「計画建築物の概要」として北

地区、中地区と同様な記載の表が

ある、南地区だけが 43階になって

おり、北地区、中地区は 46階にな

っていて、最高高さはそれぞれ一

緒で、230mとなっている。この違

いについて、説明いただきたい。 

 

中地区と北地区は、230mで高さ

は同じなのだが、別計画のため階

高とかいろいろなものが違ってい

る。そのため南地区は少し階数が

多い計画になっている。 

11/24

部会に

て回答 

 


